
「 なりたい自分に向けて」

校長 大浜 譲

５月が終わり、今日から６月となりました。
５月を振り返ってみますと、本当に雨、雨、雨、そしてまた雨の日々が続き、子どもた
ちも連日のように傘を差しながらの登校だったように感じます。そろそろ傘もお役御
免で、出番が少なくなってほしいものですね。
さて、本校では、家庭学習の定着と学習内容の質の向上、児童への励まし等を目
的として、５月の１カ月間「マイフナー学習月間」に取り組みました（10月、2月にも
実施予定）。ご承知のとおり、本校の家庭学習メニュー（内容）には、 「 ばっちりメ
ニュー 」と「 わくわくメニュー 」の２通りあります。
「ばっちりメニュー」では、授業の復習や予習、漢字の書き取りや計算問題、プリン
トなどを学習し、「わくわくメニュー」では、自分のわくわくすること・興味のあること
を調べたりまとめたりして学習します。
ちなみにですが、昔（私たちの世代）は家庭学習と言えば、いわゆる「 ばっちりメ
ニュー」がほとんどで、「わくわくメニュー」のように自分で考えて行う家庭学習は
ほとんどなかったと記憶しています。

現在、沖縄県が子どもたちに育成をめざす力として重要なものの一つに、「自学
自習力」があります。「自学自習力」は、自ら学び考える力を育て、これからの予測
困難な変化の激しい社会を、より良く生きていくために必要になる力と言われてい
ます。
今回の「マイフナー学習月間」で取り組んだように、今後も「ばっちりメニュー」＋
「わくわくメニュー」を通して、登小っ子が将来の夢やなりたい自分に向けて「自学
自習力」を磨いていってほしいなと思います。
まさしく『継続は力なり』～石垣第二中学校校訓～ ですね。

       
        
       
        

        
         
        

         

          



【６月】

１日 平和月間スタート
子どものためのクラシックコンサート

２日 教育相談日 ※５校時早下校
３日 教育相談日 ※５校時早下校
６日 人権の日
７日 安全点検日
８日 児童会タイム・校内研修
１０日 自然体験学習 ※５年給食なし
１５日 委員会

子ども支援会議
１６日 クラブ
１７日 漢字検定
２２日 学年集会・平和集会・職員会議

★授業参観日
２３日 慰霊の日
２４日 アンパル探検 ３年
２９日 音読・音楽朝会・校内研修
３０日 クラブ

学校テスト ７月４日～８日

水無月
◆生活目標･･･････ていねいな言葉で話そう
◆保健目標・・・・・・歯を大切にしよう
◆安全目標・・・・・・きまりを守り安全に過ごそう
◆給食目標･･････ つよ 歯 つくり よくか  食べよう
◆図書目標      平和 関  本 読 う
◆人権目標･･････ 平和 つ て考えよう

３年生の校外学習「町たんけん」が行われました。梅雨
時期の学習の為、日程変更を余儀なくされた部分もあり
ましたが、裁判所、離島ターミナル等、地域に存在する
施設を見つけることができました。自分たちが住んでい
る地域を学習した３年生は、今後、警察署や消防署につ
いて学習を深め、「地域の安全を守る人々」「地域のく
らしを支える人々」の学習へと展開していきます。そし
て、４年生では地域から沖縄県、５年では日本国へと学
習が広がっていきます。

「きたなぁ～い…」「くさ～い…」から始まっ
たプール清掃。今年度も、無事に「ニンガイ」を
終え水泳学習がスタートしています。体育主任の
田島心気朗先生を中心に、体育部の先生方で「
いかに楽しく子どもたちの泳力を伸ばすことがで
きるか」を追求しながら学習が進められています。
また、今年度、離島・長期研修員として「水泳
学習」の研究に励んでいる伊藤真哲先生もいます。
「泳げるようになった」「記録が伸びた」「また
泳ぎたい」等の声であふれる学習で終えたいと思
います。

沖縄県の児童生徒の学習と将来展望に関する調
査よ ・・・「夢やな たい自分に向けて、具体的な行
動へ移 てい ことに大きな課題 ある」こと わか
 ま た。そこで学校では、「授業を通して『学
び方』を育成し、家庭学習へつなげる」ことに
力を入れ教育活動を展開しています。
マイフナー学習月間では、自分で計画し、そ

の計画に沿って取り組むことができる「自学自
習力の向上」を期待しました。
掲示された子どもたちの「がんばりノート」

に目を通してみると「時間を意識して取り組む
もの」「興味がわいたことについて細かく調べ
まとめるもの」様々な取り組みが見られました。
引き続き「自学自習力の向上」を目指し各家

庭での声かけをよろしくお願いします。

６月は「歯と口の健康月間」となりま
す。朝・晩、家庭での歯磨きと虫歯のある子は
早めの治療をお願いしたいと思います。

戦後77年が経ちます。この77年
の間に、本土復帰を始め様々な

社会情勢に変化がおこりました。しかし、人々の「平和へ
の追求」は何ひとつ変わらぬままです。６月２３日は慰霊
の日です。当日は、各々の形で、平和の祈り捧げましょう。


